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提案理由 

 議員の活動の充実と各議員の顔の見える広報を積極的に進めるた

め、令和４年４月１日から政務活動費を現行の月額１万５ , ０００円

から２万円に引き上げるとともに、年１回以上の広報の発行に努めな

ければならないとする規定を設けるため、必要な改正を行うものであ

る。 



南相馬市条例第  号 

  

南相馬市議会政務活動費の交付に関する条例及び南相馬市議会基本条例の一部    

を改正する条例 

 

（南相馬市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正） 

第１条 南相馬市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１８年南相馬市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

⑴ 次の表中、改正前の欄の下線又は太枠で表示された部分（以下「改正部分」とい

う。）を、改正後の欄の改正部分に改める。 

⑵ 次の表中、改正後の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正後の欄の改正部分

を加える。 

⑶ 次の表中、改正前の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正前の欄の改正部分

を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

（交付額及び交付の方法） （交付額及び交付の方法） 

第３条 会派に対する政務活動費は、各月１

日（以下「基準日」という。）における当

該会派の所属議員数に月額２万円を乗じて

得た額を年１回交付する。 

第３条 会派に対する政務活動費は、各月１

日（以下「基準日」という。）における当

該会派の所属議員数に月額１万５，０００

円を乗じて得た額を年１回交付する。 

２～５ 【略】 ２～５ 【略】 

 

（南相馬市議会基本条例の一部改正） 

第２条 南相馬市議会基本条例（令和２年南相馬市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

⑴ 次の表中、改正前の欄の下線又は太枠で表示された部分（以下「改正部分」という。） 

  を、改正後の欄の改正部分に改める。 

⑵ 次の表中、改正後の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正後の欄の改正部分を   

 加える。 

⑶ 次の表中、改正前の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正前の欄の改正部分を   

 削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

（政務活動費） （政務活動費） 

第８条 【略】 

２ 前項の政務活動費を活用する場合にあっ

第８条 【略】 

 



ては、年１回以上の広報の発行に努めなけ

ればならない。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の南相馬市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費につ

いては、なお従前の例による。 


